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第１章  総則  

（趣旨） 

第１条  この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号。以下「法」という。）に基づき、指定障害福祉サービス事業者及び指定

障害者支援施設の指定の要件、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に

関する基準、指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準、障害福祉サービ

ス事業の設備及び運営に関する基準、地域活動支援センターの設備及び運営に関する基

準、福祉ホームの設備及び運営に関する基準並びに障害者支援施設の設備及び運営に関

する基準を定めるものとする。 



 

（用語） 

第２条  この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。  

第２章  指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の要件  

（指定障害福祉サービス事業者等の指定の要件）  

第３条  法第３６条第３項第１号（法第３７条第２項、第３８条第３項（法第３９条第２項及び第４

１条第４項において準用する場合を含む。）及び第４１条第４項において準用する場合を含

む。）の条例で定める者は、法第３６条第４項に規定する主務省令で定める基準によることと

する。 

（令５条例８・一部改正） 

第３章  指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準  

（この章の趣旨） 

第４条  法第３０条第１項第２号イの規定により条例で定める基準該当障害福祉サービスの事

業の基準並びに法第４１条の２第１項各号並びに第４３条第１項及び第２項の規定により条

例で定める指定障害福祉サービスの事業の基準は、この章に定めるところによる。 

（平３０条例３９・一部改正） 

（一般原則） 

第５条  指定障害福祉サービス事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を

踏まえた計画を作成し、これに基づき利用者に対して指定障害福祉サービスを提供するとと

もに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、利

用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービスを提供しなければならない。  

２ 指定障害福祉サービス事業者は、利用者及び障害児の保護者の意思及び人格を尊重し

て、常に当該利用者及び障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に

努めなければならない。 

３ 指定障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体

制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければなら

ない。 

（令３条例２１・一部改正） 

（指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準）  

第６条  前条及び第９条に定めるもののほか、基準該当障害福祉サービス及び指定障害福祉



 

サービスの事業の基準は、法第３０条第２項、第４１条の２第２項及び第４３条第３項に規定

する主務省令で定める基準によることとする。 

（平３０条例３９・令５条例８・一部改正） 

（非常災害対策） 

第７条  前条の規定にかかわらず、指定障害福祉サービス事業者（居宅介護、重度訪問介護、

同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、就労定着支援又は自立生活援助に係る

指定障害福祉サービスの事業を行う者を除く。次条第２項において同じ。）及び基準該当

障害福祉サービスの事業を行う者（居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に

係る基準該当障害福祉サービスの事業を行う者を除く。同項において同じ。）は、消火設備

その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、火災、風水害、地震等の非常災

害の種類ごとに具体的な計画を定め、非常災害時における関係機関への通報及び連絡の

体制を整備し、これらを定期的に従業者に周知しなければならない。  

（平３０条例１３・一部改正） 

（地域との連携等） 

第８条  第６条の規定にかかわらず、指定障害福祉サービス事業者及び基準該当障害福祉

サービスの事業を行う者（以下この項及び次条において「指定障害福祉サービスの事業者

等」という。）は、その事業の運営に当たっては、当該指定障害福祉サービスの事業者等の

事業所が所在する地域の自治会等の地縁による団体（次項において「自治会等」という。）

に加入するなど、地域住民及びその自発的な活動等（以下この項において「地域住民等」と

いう。）との連携、協力等により地域との交流に努めるとともに、地域住民等に対し、当該指

定障害福祉サービスの事業者等が行う事業の内容、当該事業の利用者の障害の特性等

を適切に説明するよう努めなければならない。 

２ 指定障害福祉サービス事業者及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う者は、自治

会等と非常災害時における協力体制を構築するよう努めなければならない。  

（暴力団員等の排除） 

第９条  指定障害福祉サービスの事業者等は、次の各号のいずれかに該当してはならない。  

（１） 当該指定障害福祉サービスの事業者等（その者が法人である場合にあっては、その役

員等）又は管理者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）又



 

は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下この条においてこれらを「暴力

団員等」という。）であること。 

（２） 暴力団員等をその事業所（当該指定障害福祉サービスの事業及び基準該当障害福

祉サービスの事業を行う事業所をいう。次号において同じ。）の業務に従事させ、又は当

該業務の補助者として使用していること。 

（３） 暴力団員等によりその事業所の運営について支配を受けていると認められること。  

（４） 福岡県暴力団排除条例（平成２１年福岡県条例第５９号。以下この条において「県条

例」という。）第２３条第１項の規定により県条例第２２条第１項の勧告（県条例第１５条第

２項、第１７条の３、第１９条第２項又は第２０条第２項の規定に違反する行為に係るものに

限る。）に従わなかった旨の公表をされ、当該公表をされた日から起算して２年を経過して

いないこと。 

（５） 管理者又は役員等が前号に規定する公表をされ、当該公表をされた日から起算して

２年を経過していない者であること。 

（６） 県条例第２５条第１項第３号に該当することにより罰金の刑に処せられ、その執行を終

わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年を経過していないこと。  

（７） 管理者又は役員等が県条例第２５条第１項第３号に該当することにより懲役又は罰

金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算し

て５年を経過していない者であること。 

（令３条例２１・一部改正） 

第４章  指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準  

（この章の趣旨） 

第１０条  法第４４条第１項及び第２項の規定により条例で定める指定障害者支援施設の基

準は、この章に定めるところによる。 

（一般原則） 

第１１条  指定障害者支援施設は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえ

た計画を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、

その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、利用者に

対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。  

２ 指定障害者支援施設は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に



 

立った施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。 

３ 指定障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整

備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。  

４ 指定障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、

利用者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的に確認するととも

に、法第７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談

支援事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた

措置を講じなければならない。 

５ 指定障害者支援施設は、利用者の当該指定障害者支援施設以外における指定障害福

祉サービス等の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定

の支援に配慮しつつ、利用者の当該指定障害者支援施設以外における指定障害福祉サー

ビス等の利用に関する意向を定期的に確認し、一般相談支援事業又は特定相談支援事

業を行う者と連携を図りつつ、必要な援助を行わなければならない。 

（令３条例２１・令６条例１１・一部改正） 

（指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準） 

第１２条  前条及び次条（第９条の規定を準用する部分に限る。）に定めるもののほか、指定障

害者支援施設の基準は、法第４４条第３項に規定する主務省令で定める基準によることと

する。 

（令５条例８・一部改正） 

（準用） 

第１３条  第７条から第９条までの規定は、指定障害者支援施設について準用する。  

第５章  障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準  

（この章の趣旨） 

第１４条  法第８０条第１項の規定により条例で定める障害福祉サービス事業の設備及び運営

に関する基準は、この章に定めるところによる。 

（一般原則） 

第１５条  障害福祉サービス事業者（療養介護事業者、生活介護事業者、自立訓練（機能訓

練）事業者、自立訓練（生活訓練）事業者、就労移行支援事業者、就労継続支援A型事

業者及び就労継続支援B型事業者に限る。以下この章において同じ。）は、利用者の意向、



 

適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し、これに基づき利用者に対して障

害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他

の措置を講ずることにより、利用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供し

なければならない。 

２ 障害福祉サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場

に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。 

３ 障害福祉サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の

整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。  

（令３条例２１・一部改正） 

（障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準） 

第１６条  前条及び次条（第９条の規定を準用する部分に限る。）に定めるもののほか、障害福

祉サービス事業の設備及び運営に関する基準は、法第８０条第２項に規定する主務省令で

定める基準によることとする。 

（令５条例８・一部改正） 

（準用） 

第１７条  第７条から第９条までの規定は、障害福祉サービス事業について準用する。  

第６章  地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準  

（この章の趣旨） 

第１８条  法第８０条第１項の規定により条例で定める地域活動支援センターの設備及び運営

に関する基準は、この章に定めるところによる。 

（基本方針） 

第１９条  地域活動支援センターは、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活

を営むことができるよう、利用者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社

会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行う

ものでなければならない。 

２ 地域活動支援センターは、利用者及び障害児の保護者の意思及び人格を尊重して、常に

当該利用者等の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。  

３ 地域活動支援センターは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村（特

別区を含む。第２３条第３項において同じ。）、障害福祉サービス事業を行う者その他の保



 

健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。  

４ 地域活動支援センターは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整

備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。  

（令３条例２１・一部改正） 

（地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準）  

第２０条  前条及び次条（第９条の規定を準用する部分に限る。）に定めるもののほか、地域活

動支援センターの設備及び運営に関する基準は、法第８０条第２項に規定する主務省令で

定める基準によることとする。 

（令５条例８・一部改正） 

（準用） 

第２１条  第７条から第９条までの規定は、地域活動支援センターについて準用する。  

第７章  福祉ホームの設備及び運営に関する基準  

（この章の趣旨） 

第２２条  法第８０条第１項の規定により条例で定める福祉ホームの設備及び運営に関する基

準は、この章に定めるところによる。 

（基本方針） 

第２３条  福祉ホームは、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう、現に住居を求めている障害者につき、低額な料金で、居室その他の設備を利

用させるとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければ

ならない。 

２ 福祉ホームは、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立ったサー

ビスの提供に努めなければならない。 

３ 福祉ホームは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、障害福祉サー

ビス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携に

努めなければならない。 

４ 福祉ホームは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとと

もに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。  

（令３条例２１・一部改正） 

（福祉ホームの設備及び運営に関する基準） 



 

第２４条  前条及び次条（第９条の規定を準用する部分に限る。）に定めるもののほか、福祉ホ

ームの設備及び運営に関する基準は、法第８０条第２項に規定する主務省令で定める基準

によることとする。 

（令５条例８・一部改正） 

（準用） 

第２５条  第７条から第９条までの規定は、福祉ホームについて準用する。  

第８章  障害者支援施設の設備及び運営に関する基準  

（この章の趣旨） 

第２６条  法第８４条第１項の規定により条例で定める障害者支援施設の設備及び運営に関

する基準は、この章に定めるところによる。 

（一般原則） 

第２７条  障害者支援施設は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計

画を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その

効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより、利用者に対し

て適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。  

２ 障害者支援施設は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った

施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。 

３ 障害者支援施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行

うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。  

４ 障害者支援施設は、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用

者の地域生活への移行に関する意向を把握し、当該意向を定期的に確認するとともに、法

第７７条第３項各号に掲げる事業を行う者又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援

事業を行う者と連携を図りつつ、利用者の希望に沿って地域生活への移行に向けた措置を

講じなければならない。 

５ 障害者支援施設は、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス

等の利用状況等を把握するとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配

慮しつつ、利用者の当該障害者支援施設以外における指定障害福祉サービス等の利用に

関する意向を定期的に確認し、一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う者と連

携を図りつつ、必要な援助を行わなければならない。  



 

（令３条例２１・令６条例１１・一部改正） 

（障害者支援施設の設備及び運営に関する基準） 

第２８条  前条及び次条（第９条の規定を準用する部分に限る。）に定めるもののほか、障害者

支援施設の設備及び運営に関する基準は、法第８４条第２項に規定する主務省令で定め

る基準によることとする。 

（令５条例８・一部改正） 

（準用） 

第２９条  第７条から第９条までの規定は、障害者支援施設について準用する。  

第９章  雑則  

（委任） 

第３０条  この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

付  則  

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

付  則（平成３０年３月３０日条例第１３号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

付  則（平成３０年６月２２日条例第３９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

付  則（令和３年６月２５日条例第２１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和４年３月３１日までの間、第１条の規定による改正後の北九

州市障害児通所支援の事業及び障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準等に関

する条例第５条第４項及び第１１条第４項の規定並びに第２条の規定による改正後の北九

州市障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第５条第３

項、第１１条第３項、第１５条第３項、第１９条第４項、第２３条第４項及び第２７条第３項の規

定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなけれ

ば」とする。 

付  則（令和５年３月３０日条例第８号） 



 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

付  則（令和６年３月２６日条例第１１号） 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 


